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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 事 業

＼  市 内 の お 店 を 応 援 し よ う ！  ／＼  市 内 の お 店 を 応 援 し よ う ！  ／

清 瀬 が ん ば る お 店 応 援清 瀬 が ん ば る お 店 応 援
キ ャ ン ペ ー ン ( 第 ４ 弾 )キ ャ ン ペ ー ン ( 第 ４ 弾 )

◆市内の住宅工事事業者を紹介します
「がんばるお店応援キャンペーン(第４弾)を利用したいが、どこに頼ん
だらいいかわからない」「これを機会にリフォームを考えたいが、見
積もりが欲しい」など、お困りの方は、清瀬市住宅工事あっせん事業
協力会で依頼内容に応じて職人さんを紹介しています。
 申 問産業振興課産業振興係☎0４2-４97-2052

　市内の事業所を利用して住宅リフォーム工事を行った
方に、工事代金の5㌫分（上限5万円分）の市内お買い物
チケットを配布する「清瀬がんばるお店応援キャンペー
ン」の第４弾を開催します。2月～３月に実
施した第３弾とは内容が異なりますので、
ご確認のうえご利用ください。
 問清瀬商工会☎0４2-４91-66４8 詳しくはこちら

工
事

対象住宅 清瀬市民が市内に所有し、所有者自身が居住している住宅　※店舗、事務所、賃貸物件などは不可。

対象工事 内容
・外部（屋根、外壁、雨樋、サッシ、ガラス、造園、外構など）の工事・取替など
・内部（内装、ドア、襖、畳など）の工事・張替など
・設備（浴槽、キッチン、洗面台、トイレ、給排水管、コンセントなど）の工事
・その他（耐震補強、上記に伴う解体など）の工事　

金額 一回の支払い額が10万円以上（税込み）のもの
対象とならない工事 ・機器の購入を伴わない取付工事、法令に違反する工事など

・すでに本事業を利用して工事を行った住宅に対する工事（利用は一つの住宅に対して1回のみ）

対象工事事業者
下記のいずれかに属する市内事業所（対象工事事業者について詳しくは、上記QRコードからご確認ください）
①清瀬商工会建設部会
②清瀬建設組合
③清瀬市住宅工事あっせん事業協力会

対象工事期間 令和４年６月1日㈬～12月31日㈯　※予算上限に達し次第終了します。
工事完了報告書の提出期間 令和４年６月1日㈬～令和５年1月13日㈮

チ
ケ
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チケットの利用期間 令和４年９月1日㈭～令和５年2月1４日㈫
チケットの利用ができる店舗 約200店舗（７月以降に清瀬商工会ホームページで公表予定）
チケットの金額 工事代金の５㌫分（５00円未満は切り捨て。上限５万円）

利用上の注意

・チケットは当該工事の支払い、金券など換金性の高いもの、切手、官製はがき、たばこ、ごみ指定収集袋、税金
　や公共料金、公序良俗に反するものなどの支払いには使用できません。担保や質入れに供することもできません
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、事前に予告なく変更や中止となる場合があります。予めご了承
　ください
・新型コロナウイルス感染症の拡大や原材料の供給状況等によっては、工事が遅延する可能性があります。ご利用の
　際はお早めに申し込みください

清瀬がんばるお店応援キャンペーン（第5弾）
開催決定！

　期間中に市内の対象店舗でお支払い1,000円ごとに、次回利用できる
３00円分のチケットを配布するキャンペーンの第5弾を実施します。詳し
くは清瀬商工会のホームページまたは市報7月1日号をご覧ください。
【配布期間】7月1日㈮～8月３1日㈬
【利用期間】9月1日㈭～10月３1日㈪
 問清瀬商工会☎0４2-４91-66４8

◆利用の流れ
②工事の実施
予算上限に達した場合
は実施できない場合が
あります。

①申請
施工業者を通じて清瀬商
工会に工事申請書を提出
する。提出前に行った工
事は対象外です。

工事申請書

③工事完了
施工業者を通じて清瀬
商工会に完了報告書を
提出する。

工事完了
報告書

④チケット受取り
清瀬商工会が工事の完
了を確認後に郵送する
チケットを受け取りま
す。

チケット

⑤チケット利用
受け取ったチケットを
市内の対象店舗で利用
します。なお、当該工
事代金に利用すること
はできません。

対象工事はこちら

申請者は施工業者を通じて手続きを行います。詳しくは工事を施工する事業者または清瀬商工会にお尋ねください。

マイナンバー申請出張サービスを市内各所で行います
　マイナンバーカードを気軽に取得していただくために、市職員がマイ
ナンバーカード用の顔写真を撮影（無料）し、申請手続きを支援しま
す。 日 場下表参照 持個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請
書（個人番号通知カードを切り離した残り部分または市や国で発行した
申請書）。紛失等の場合、市民課、松山・野塩出張所に顔写真付き公的
本人確認書類1点（運転免許証、パスポートなど）または顔写真の無い本
人確認書類2点（健康保険証、年金手帳など）を持参いただくとマイナン
バーカードの申請用紙をお渡しします。 問市民課住民係☎0４2-４97-20３7

【注意事項】必ず本人が来
所してください。申請から
発行まで約1か月かかりま
す。カードの受け取りには
本人の市役所本庁舎への来
庁が必要です。

実施場所・日時（6月分）
場所 日にち

松山出張所 6月22日㈬～24日㈮
野塩老人いこいの家 6月28日㈫・29日㈬
野塩出張所 6月30日㈭
※時間はいずれも午前10時～正午、午後1時～4時。

　市民課土曜窓口でも午前9時15分から午後４時４5分（午前11時４5分～
午後1時を除く）まで同様の申請支援を行っています。


